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７ 教育庁 東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画の策定 

事
業
概
要 

東京都特別支援教育推進計画は、知的な遅れのない発達障害を含む障害のある

幼児・児童・生徒の教育に対する東京都民の期待にこたえるため、東京都立特別

支援学校が抱える課題の解決及び区市町村立の幼稚園や、小学校及び中学校並び

に区立特別支援学校、東京都立高等学校及び東京都立中等教育学校における特別

支援教育の充実への支援の在り方など、これからの東京都における特別支援教育

の推進に関する展望を明らかにする総合的な計画として平成16年度に公表したも

のである。 

平成 16 年度から平成 25 年度までの 10 年間の長期計画とし、平成 16 年度から

平成 19 年度までを第一次実施計画、平成 20 年度から平成 22 年度までを第二次実

施計画として、特別支援教育の充実に向けて事業を実施してきたところである。 

平成 22 年度は、知的障害や発達障害のある児童・生徒の大幅な増加や特別支援

教育に関する国の動向など、都の特別支援教育を取り巻く環境の大きな変化に対

応するため、計画期間を平成 28 年度まで延長することを含めた計画全体の見直し

を行い、11 月に第三次実施計画を公表した。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

第一次実施計画では、幼児・児童・生徒一人一人の可能性を最大限に伸長する

ことを基本理念に、「個別の教育支援計画」の導入、自閉症の児童・生徒の教育課

程、知的障害養護学校の職業学科など、障害の種類や程度に応じた教育内容・方

法の充実を図るとともに、区市町村の特別支援教育の充実に向けて、体制の整備

に関するモデル事業や地域の小・中学校を支援するセンター校の指定などを実施

してきた。第二次実施計画では、肢体不自由特別支援学校における外部人材の導

入、障害の重い児童・生徒に対する小学部から高等部までの一貫性のある教育内

容の研究・開発、複数の障害教育部門を併設した特別支援学校の設置などに取り

組むとともに、高等部職業学科の新設、民間と連携した就労支援体制の整備など、

障害のある幼児・児童・生徒の自立と社会参加を支援してきた。 

第三次実施計画では、東京都特別支援教育推進計画の締めくくりとして、「すべ

ての学校で実施する特別支援教育の推進」、「つながりを大切にした特別支援教育

の推進」、「自立と社会参加を目指す特別支援教育の推進」の三つを基本的な考え

方とし、平成 22 年 11 月に公表した。 

現
在
の
進
行
状
況

平成 22 年 11 月 11 日 東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画を公表 

第三次実施計画を公表後、11 月から 12 月にかけて、都民、学校関係者、地元関係

機関等への説明会を開催した。 

今
後
の
見
通
し 

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、検討委員会やモデル事

業を実施していく。 

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画の基本的な方向は次のとおり 

 (1) 都立特別支援学校における個に応じた指導と支援の充実 

 (2) 都立特別支援学校の適正な規模と配置 

 (3) 区市町村における特別支援教育推進体制の整備 

 (4) 都立高等学校等における特別支援教育推進体制の整備 

 (5) 特別支援教育を推進する教育諸条件及び支援体制の整備・充実 

問い合わせ先 教育庁 都立学校教育部 特別支援教育課 電話 03-5320-6753 

 


